
消毒ポイント変更のお知らせ

令和３年度第４１号（令和４年２月発行）

中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）
Fax：043-286-0090

(公社)千葉県畜産協会

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで
TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)    FAX. 043-286-0090

高病原性鳥インフルエンザまん延防止対策のため、新たに消毒
ポイント⑦を設置します！
（消毒ポイント③は２月１日２０時で終了）
畜産関係者の皆様は、消毒ポイントを必ず通過してください！！



一斉消毒 チェック表

チェック 番号 項目 内容

□ 1
出入車両
消毒確認

飼料運搬業者・家畜診療獣医師・家畜運搬業者
などの車両の消毒実施を確認します。

□ 2
立入者
衣服交換

畜舎等衛生管理区域に立ち入る診療獣医師・
袋飼料配送業者などの専用衣服、長靴交換を
確認します。

□ 3
消石灰
散布

農場入口に石灰帯（全体的に白くなるよう散布）
を作ります。

□ 4
踏込み消毒
槽点検

畜舎・事務所入口の踏み込み消毒槽を点検し、
汚れや、液量が減っていたら交換、補充します。

□ 5
防鳥ネット
等確認

防鳥ネットや鶏舎の壁を確認し、破損等の補修
を行います。

□ 6 整理・清掃畜舎周囲の不要品の片付け、除草を行います。

□ 7
チェック表
送付

このチェック表を家畜保健衛生所に送付します。

年月日：令和 年 月 日

農場名：

住 所：

その他コメント・連絡など

提出先:中央家畜保健衛生所
FAX ０４３-２８６-００９０

※FAXをお持ちでない方は電話連絡でもかまいません。


